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妊娠糖尿病のスタリ馳ニング  

杉山  隆＊  豊田長康＊＊  

はじめに  

妊娠糖尿病（gestationaldiabetes mellitus，以  

下GDMと略）の頻度は一般に全妊婦の1～5％と  

されるが，報告者によりまちまちである。これは  

GDMなる糖代謝異常の診断基準に関して未だ統  

一的な見解が得られていないことがその一つの理  

由である。また，GDMの定義，診断基準はもと  

より，そのスクリーニング法についても種々の議  

論がなされている。本稿ではGDMについてその  

スクリーニングの意義および我が国における代表  

的なスクリーニングの時期や方法に関する考え方  

を中心に述べることにする。   

GDMに対するスクリーニングの意義  

妊娠中に発現すると考えられるGDMの臨床  

診断の意義は，周産期における母児の糖代謝異常  

に関連する各種疾患の発生防止と母体における  

GDMの再発を含めた将来の糖尿病発症の予知で  

あると考えられる。以下にそれぞれについて解説  

を加えたい。  

1．糠代謝異常による周塵期合併症   

GDM母体より出生する児の代表的合併症とし  

ては，胎児の過剰発育に基づく1argefordates（以  

下LFDと略）児をはじめ，その他表1に示すよ  

うな新生児の低血糖症，高ビリルビン血症，低カ  

ルシウム血症，呼吸窮迫症候群，多血症などがあ  

表1糖代謝異常妊婦の周産期合併症  

産科合併症   新生児合併症   

巨大児   低血糖症   

肩甲難産   低カルシウム血症   

流早産   高ビリルビン血症   

羊水過多（症）   多血症   

妊娠中毒症   新生児仮死   

】UGR   トRDS   

胎児仮死   肥厚性心筋症   

ルFD   先天奇形   

げられる。これらは主に母体の高血糖状態が胎盤  

を介して胎児に影響を及ぼし，その結果生じた胎  

児のインスリン分泌克進により引き起こされるも  

のと考えられている。   

日本産科婦人科学会（以下日産婦と略）栄養代  

謝問題委員会報告1）によると，表2に示したその  

診断基準を用いた場合，全妊婦の4．1％がGDM  

と判定され，その際LFDは22．6％に認められた  

とされている。これは正常GTT群にみられるそ  

の発生率8．9％に比し有意に高値を示している。  

また，巨大児の周産期死亡率は，AFD（appropri－  

atefordates）児のそれに比し有意に高いことも  

古くから述べられている。また母体に糖尿病合併  

のある場合では児の過剰発育に基づく肩甲難産の  

頻度が非糖尿病群に比べ高いことが多く，した  

がって，出産時の骨折，上肢麻痔などの児合併症  

も多いと報告されてきた。これらの合併症の予防  

のためにも周産期管理の重要性が強調されてい  

る。  

2．GDM妊婦が将来糖尿病を発症する可能性   

GDMにおける今一つの問題点は母体における  

将来の糖尿病発症率が高い点である。0’Sullivan2）  
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表2 妊娠糖尿病（Gわ胴）の定義と75gGTTによる判定基準  
山㍉酬仙一一一一一一【→【－、一・－ 

－一←－－【－◆・－－－－、－  

定義：妊娠中に糖忍容力の低下を認めるが，分娩後に正常化するもの  

判定基準：  

静脈血奨グルコース濃度   

以上のうちこつ以上を満たすもの  

（り 妊娠中に初めて上記に掲げる基準を満たしたものを，妊娠糖尿病と判定する。  

（2）このうち，日本糖尿病学会糖尿病の診断に関する委員会勧告の糖尿病型を示したものは，糖尿病として取り扱う。  

（3）産碍I週，あるいは4過で75gGTTを行い，正常化したt）のを最終的にGDMと診断する。  

（日本産科婦人科学会栄養代謝問題委員会報告用に基づく）  

別することは極めて困難である。   

したがって妊娠前から糖尿病や耐糖能低下など  

の診断がついていれば診断や分類上問題は少ない  

が，後三者のように妊娠中にはじめて発見し得た  

糖代謝異常を，糖尿病合併症妊娠あるいは妊娠糖  

尿病のいずれとして取り扱うかについては診断基  

準を含めて一定の見解が得られていない。   

現在のところ我が国では，糖代謝異常の判定は，  

すべて75g糖負荷試験（以下75g GTTと略）  

を行い，非妊娠時では日本糖尿病学会の判定基準  

に基づいて診断し，一方妊娠時は日産婦の判定基  

準（表2）に基づいて判定することになっている。  

妊婦においては75gGTT時の血糖値が糖尿病型  

を示した場合には糖尿病合併妊娠として取り扱  

い，その条件を満たさず，日産婦の判定基準を満  

たした場合をGDM として扱うこととしている。   

一方，米国では一般にGDMに関する第3回国  

際ワークショップ会議の指針に基づいて診断する  

こととなっており，非妊娠時は 75g GTT の  

WHOによる基準により，妊娠時は0’Sullivanの  

100gGTTによる基準7）で診断することになって  

いる。この際多数例の成績に基づいた0’Sullivan  

の判定基準にmodificationを加えて作成された  

ものがNIHのNationalDiabetes Data Group  

の診断基準で，これが第2，37）回国際ワーク  

ショップ会議（表3）で採用されている。他方，  

WHOによる糖尿病の病型分類と診断基準の勧告  

の中にGDMが病型として明確にされたが，その  

診断基準は1GTと同じくするとしてあり，前述の  

国際ワークショップ会議の診断基準（表3）とは  

はGDMの既往のある婦人における分娩後24年  

間の追跡調査で，その70％で糖尿病（WHOの診  

断基準による）の発症を認めたことを報告してい  

る。Henryら3）は同様にGDMの40％に糖尿病発  

症を認めたとしている。   

また，Coelingh4）やGrant5）らによると，GDM  

の既往のある婦人の30へ／33％に GDM の再発  

（WHOの診断基準による）がみられたとしてい  

る。Francisco ら6）は52％で再発を認めたと報告  

している。また彼らは前回GDMでインスリン治  

療を要した場合や，body massindexが35kg／  

m2以上の場合，LFD既往のある場合などにおい  

て有意に次回妊娠でも GDM を発症する率が高  

い事実を報告している。   

以上のような点より考えると，GDM に関する  

スクリーニングを妊娠中に施行することは胎児の  

適切な発育管理と母児の合併症の発生防止あるい  

はGDMの治療管理を行う上から大変意義深い  

ものと考えられる。   

GDMの定義と診断基準に関する諸問題   

1．欧米と我が国におけるGDMの概念の相違   

妊娠時に初めて糖代謝異常が指摘された場合，  

それは妊娠前より糖尿病を発症していたのか，そ  

れとも妊娠前は全く正常であったのが妊娠により  

耐糖能低下をきたした結果発症したのか，またす  

でに妊娠前から軽度糖代謝異常があったものが今  

回の妊娠により一段と悪化したものか，あるいは  

今回の妊娠中に糖尿病を発症したものかなどを鑑  
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表3 妊娠糖尿病（Gわ朋）の分類，スクリーニングおよび診断基準  

妊娠中の定義  

GDM：今回の妊娠中に発症した，もしくほ初めて指摘された種々の程度の糖忍容力低下  

妊娠後の分類  

l．分娩後に75g GTTを行う。  

2，この時点で耐糖能が正常であれば，「糖代謝異常の既往（GDM）」と分顆する。  

3．この時点で耐塘能が異常であれば，非妊娠時の診断基準より「iGT」，もしくは「糖尿病」と分類する  

GDMのスクリ脚ニング  

1．血柴中グルコース測定による。  

2．妊娠23週未満に耐糖能異常が指摘されていないすべての妊娠に対し，妊娠23～27週に50g糖負荷を，ヨ日  

の時刻や最後に摂取した食事時刻に関係なく行う。  

3．1時間後の静脈血渠中のグルコ仙ス濃度を測定する。  

4．川Omg／dJ以上あれば，  正式のGTTを行う。  

GDMの診断基準  

！．少なくとも3日間の非制限食 い50g以上の炭水化物）摂取と活動の後に，8時間以上14時間未満の夜間絶  

食後の朝に，‡00gGTTを行う。  

2．負荷前，l時間，2時間，3時間後の静脈血柴中のグルコース濃度を測定する。検査中は被検者は座位をと  

り，喫煙をしない。  

3．以下の値のうちこつ以上を満たす場合を陽性とする。  

前借  105mg／d／  

l・時間値  柑Omg／d／  

2時間値 】65mg／d／  

3時間値 145mg／dJ  

（第3回妊娠糖尿病に関する国際ワークショップ会議）7）  

一致していない。WHOのこの診断基準に対して  

は，妊娠時に実際に検討されていない点，その周  

産期合併症との関連について考慮されていない点  

などより批判の声があるが，この診断基準が欧州  

各国で汎用されているのも事実である。   

このように各国あるいは各専門グループ間で診  

断あるいは判定基準に相違のみられる理由は，  

GDMの定義が国際的に統一されていないからで  

ある。米国では前述の国際ワークショップ会議（表  

3）の判定基準における「GDM は今回の妊娠中  

に発症した，もしくは初めて指摘された種々の程  

度の糖忍容力低下」という概念を採用している。  

叫方我が国（表2）では「妊娠中に糖忍容力低下  

を認めるが，分娩後に正常化するもの」としてい  

る。両定義間における大きな相違点は，前者では  

妊娠中にGDMと診断され得るが，後者では分娩  

後でないと診断され得ない点と，前者では妊娠中  

は糖尿病合併妊娠と考えられるものもGDM と  

診断され得る点である。   

いずれにせよ，現在のところ日常臨床上では日  

産婦の診断基準を用いることが妥当と考えられて  

いる。現在日産婦学会員の約80％がこれを使用し  

ているとのことである。   

GDMのスクリーニング法  

GDMに対するスクリーニングの対象者の選  

別，方法および時期に関しては現在もなお多くの  

議論がなされている。すなわち前述の国際ワーク  

ショップ会議ではスクリーニング法として，すべ  

ての妊婦に対し妊娠23～27週の間に食事摂取の  

有無や食後の時間に関係なく 50g糖負荷試験を  

行い，1時間値の静脈血費グルコース値で判定す  

るよう勧めている。このスクリーニング法はglu－  

COSeChallengetest（以下GCTと略）とも呼ば  

れており，この1時間値が140mg／d／以上であれ  

ば陽性として100g GTTを行うことになってい  

る。   

山方，我が国では日産婦栄養代謝問題委員会の  

指針で表4に示されたrisk factorに該当する者  

に対し75gGTTを行うことを勧めている即。し  

かしながらこの方式ではGDMの約50％強しか  
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表4 妊娠中に糖尿病を疑う素質  
妊娠初期  

‡．糖尿病の家族歴  

2．35歳以上の高年齢  

3．heavyfordates児分娩の既往  

4．原因不明の習慣性流早産歴  

5．原因不明の周産期死亡歴  

6．先天奇形児の分娩歴  

7．強度尿糖もしくは2回以上反復す  

る尿糖  

8．肥満  

9．羊水過多（症）  

他 姓娠中毒症  

（日産婦栄養代謝委員会）即  

発見されないと述べられており，事実  

0’Sullivan9）やLanvin10）によると，  

このrisk factorは参考程度にとどめ  

ておいたほうがよいとのことである。  

したがって，最近では妊婦全例に対し  

てスクリーニングを行うことが勧めら  

れている。   

妊娠中スクリーニングの時期に関す  

る考え方として，我が国では濱田悌二  

らのグループの考え方11）が代表的であ   

妊娠末期  

図 当教室における妊娠時糖代謝異常スクリーニングのプロトコール  

る。すなわち，全妊婦に対し妊娠初期  

の食後2時間血糖値を測定し110mg／d／以上を  

陽性とし，その場合は75gGTTを施行する一方，  

GDMの既往，既往のLFD児出産，20％以上の  

肥満があれば75g GTTを行うというものであ  

る。そして全妊婦に対し妊娠24週頃に50gGCT  

を行い，140mg／dl以上であれば75gGTTを行  

う方法である。妊娠初期における血糖測定の利点  

は妊娠前に見つけられていなかった糖尿病や  

IGTをチェックできる点であろう。   

当教室では図に示すようなプロトコールで妊娠  

時の糖代謝異常のスクリーニングを行っている。  

すなわち全妊婦に対し妊娠初期（妊娠10～13週）  

および妊娠末期（妊娠28～29週）において計2回  

50gGCTを行っている。妊娠初期のGCTによ  

り妊娠前からの糖代謝異常の有無をチェックし得  

る利点がある。また妊娠初期のGCTの結果（糖  

負荷1時間後の血祭グルコース濃度）とその母体  

より出産した児の出生体重の間に相関のみられる  

ことを当教室において報告したが，その成績は妊  

娠初期のGCTがGDMのスクリーニングとして  

有用であることを示したものと考えている。妊娠  

末期のGCT は他の機関における スクリーニン  

グと同じ目的をもつものである。すなわち妊娠に  

よる耐糖能低下が妊娠28週以降に顕著となる点  

と妊娠中の糖代謝異常に関連した胎児異常を予防  

するには28過頃から管理する必要があるという  

点がポイントである。   

以上，現在の時点でGCTはスクリーニング法  

としてGDM検出のSenSitivityが高い事実より  

米国では汎用されている。その他，随時血糖値，  

食後2時間血糖値によりスクリーニングを行う方  

法などがあげられるが，それらの SenSitivity は  

寧 GCTに比較すると低いようである。また，グリコ  
ヘモグロビン（HbAl。）やグリコプロテイン（フル  

クトサミン），1，5－anhydrowD－glucitolなどは，  

糖代謝異常スクリーニングの SpeCificity，SenSi－  

tivityの面でともに血糖値には及ばないとされて  

いる。  
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る改良を行うべく，各施設で共同研究が進められ  

つつある甥メ犬である。  
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妊婦の経済的負担とインフォームド。コン  

セント  

GCTは妊婦の負担を軽減するために1回の採  

血ですむように考慮されたものであるが，経口で  

50g糖液（トレ」ランG50）を負荷しなければな  

らない煩雑さと，ときに吐気などの消化器症状の  

生じる問題が残る。しかしながら，GCTがGDM  

のスクリーーニング法として現時点では最も感度の  

高い方法であること，比較的安価であること，さ  

らに妊娠初期および末期のルーチン採血時に  

GCTを行えば余分な採血をしなくてすむことな  

どから考えると，妊婦にとっての肉体的，経済的  

負担は許容範囲内であると思われる。インフォー  

ムド・コンセントについて当教室では検査の目的  

および必要性に関して記載したプリントを妊婦に  

配布し，説明している。  

おわり に  

GDM については，未だ世界的にその概念が統  

一される段階には至っていない。それだけに今後  

GDMに関して臨床研究が急がれるのみならず，  

その病態究明に関する基礎的研究が必要であるこ  

とはいうまでもない。現在のところ診断基準にっ  

いては米国を中心にさまざまな臨床研究がなされ  

ている。我が国においてもすでに1984年にGDM  

の定義と75gGTTによるその判定基準がまとめ  

られているが，現在それらの勧告に関してさらな  
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